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議 事 日 程（４月定例会） 

 

日程第１ 議案第 21号 高松市学校結核対策審議会委員の委嘱について  

日程第２ 議案第 22号 高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱について  

日程第３ 報告事項   

 １ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業措置について  

 ２ 令和２年度幼稚園、小・中学校及び高松一高の園・学校訪問につい

て 

 

 ３ スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）の令和元年度研究成

果等及び３期目（R2～R6）申請の採択についての報告 

 

 

日程第４ 議案第 23号 高松市就学指導委員会委員の委嘱について  

日程第５ 報告事項   

 ４ 高松・木田・香川採択地区協議会の運営について  

 

 

 

 

 



 

【令和２年４月２３日（木） 議 事 内 容】 

 

午前９時３０分 開会 

 

教育長が、会議録の署名委員に関元委員を指名。 

 

日程第１ 議案第２１号 

議案第２１号 「高松市学校結核対策審議会委員の委嘱について」 

 

保健体育課長から、高松市学校結核対策審議会委員の委嘱について説明。 

 

＜質疑＞ 

〇 教 育 長  香川県中学校教育研究会高松支部だけでなく、県の研究会自体が、学校保健

部会・養護部会ということで、よく似た内容のことを行っていたという関連がありま

して、養護部会をそのまま継続し、学校保健の関係も養護部会の中に入れまして、新

たに教育相談部会というのを今年度から設置しました。このようなことから、学校保

健部会代表ではなく、養護部会代表が高松市学校結核対策審議会の委員に入るという

ことになります。 

 

教育長が、各委員に諮り、原案のとおり可決。 

 

 

 

日程第２ 議案第２２号 

議案第２２号 「高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱について」 

 

生涯学習センター副館長から、高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱につい

て説明。 

 



 

＜質疑＞ 

〇 教 育 長  新任の方が２人と、それと公募委員の方、３人が全員新任となったというこ

とです。 

 

教育長が、各委員に諮り、原案のとおり可決。 

 

 

 

日程第３ 報告事項 

報告事項１ 「新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業措置について」 

 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業措置として、学校教育課長から始業式（４ 

月６日（月））以後の新型コロナウイルス感染症への対応について、総務課長から臨時休業

期間中における高松市立小学校の運動場開放について、総合教育センター所長から総合教育

センターの取組について、こども園運営課長補佐から幼稚園の登園自粛要請について、教育

長から臨時休業中の児童・生徒への支援について説明。 

 

＜質疑＞ 

〇 教 育 長  臨時休業の延長については５月１０日（日）までとしました。前回は金曜日

までで、県も金曜日までですが、今回は土日も含んでということで、土日も部活動を

自粛します。また、小・中学校の体育館を社会体育に使用しておりますが、臨時休業

期間中は使用を見合わせてください、ということにし、学校を全面的に閉めることと

しております。また、緊急事態宣言は６日までで、７・８日は該当していませんが、

学校を再開するにあたり、緊急事態宣言が解除されてすぐに学校を開くということで

はなく、一度に人が動き出す可能性もあり、そのような中に子どもたちを急に入れる

となると危険が伴うということ、また、６日までは教員も休んでいますので、７・８

日で様々なところの消毒を行うなど、子どもたちが登校できる体制を整える、という

ことで、７・８日も臨時休業日としています。 

 



 

〇 委  員  １１日から学校が再開したとして、例えば学校での感染症対策、マスクや消 

毒液などが不足している状態で、検温などは自宅で行っていると思いますが、感染症

対策に関する取組についてはどうなっているのでしょうか。 

 

〇 学校教育課長  学校のほうでは、家庭に向けて布マスクの作り方の情報提供をし、でき

るだけ、家庭でも準備いただくようにお願いしているところでございます。それから、

保健室等で管理しているアルコール消毒剤も、計画的に活用する動きにはしています。

その他は、換気と手洗いを徹底するよう指導を行います。手洗いの効果については、

しっかり手首まで、指の間もしっかりすれば、アルコール消毒剤とほぼ似通った効果

になるということですので、手洗い指導は、年度が始まった始業式の日、入学式の日、

それぞれ、指導を学級担任や養護教諭を中心に始めているところですので、こちらも

再開しましたらすぐに指導しているところです。 

 

〇 委  員  ホームページに掲載されているものを見て、保護者の方に時間があるときに

作っていただきたいと思います。なかなか、忘れてしまう人もいますが、マスクは自

分を守るためにも、人にうつさないためにも大切だということをお伝えいただけると

ありがたいです。 

 

〇 委  員  初めてのことばかりなので、学校が始まってからどうなるかですが、他の市

の状況を問い合わせて、予防方法などを参考にしてみてはいかがでしょうか。各教室

用のアルコールなどは足りているのでしょうか。 

 

〇 教 育 長  養護担当が各学校の一覧表で集計し、少なくなっているところについては、

多い学校のものを回して使用するなど考えていますが、今のところは足りている状況

です。それでも子どもたちが登校し始めると、どうなるかなと思っています。 

 

〇 学校教育課長  洗剤等の手洗いを併用していくのがいいかなと思っています。 

 

〇 教 育 長  マスクは各学校に配られると聞きましたが、どうなっていますか。 



 

 

〇 学校教育課長  まだ報告を受けていません。 

 

〇 委  員  緊急事態宣言の期間が延長されたらどうするか、困りますよね。学校が無く

なったのと一緒で授業がすすまないですね。 

 

〇 学校教育課長  学校教育課では、今後の教育課程の授業をどのようにやっていくのかと

いうことについて、学校に示せるような資料をつくる準備はしておりまして、来週

早々に校長会に依頼して、意見をいただきながら教育課程の運用方法について考えて

いこうと思っています。場合によっては夏休みの短縮または、高学年や中学生は１日

の最長が６時間授業になっていますが、それを短縮しながら、例えば７時間授業にす

るなど、現実にどこかで時間を生み出さないと失った時間は出てきませんので、それ

を３月３１日までの間で、どこに配分していくのかを考えていこうとしています。 

 

〇 委  員  ごく一部の意見ですが、宿題が少なすぎるという声も聞こえます。 

 

〇 学校教育課長  時期が、年度当初ということもあり、今年度の学習を全くしていません

ので、復習に限られます。復習となると、昨年度末の３月から臨時休業に入っていま

すので、同じような内容を何度も繰り返すと、子どもたちも飽きてきます。家庭学習

の教材を提供する上では実に難しい時期でありました。逆に、教育課程を回復してい

く上では、もともと年度の中で学校行事の多い時期ですので、教科の授業実数をこな

す時期ではなかったため、回復しやすい時期でもあります。 

 

〇 委  員  教室の空間除菌を取り入れているところはないのでしょうか。次亜塩素酸水

を散布して、インフルエンザウイルスだったら１秒で死ぬと、新型コロナウイルスで

もきちんと散布していれば５秒以内で死ぬと聞いたことがあります。 

 

〇 委  員  物にはいいのですが、それを吸い込んだ場合に呼吸器系への影響が分からな

いんです。吸い込んだ二次的な副作用で、間質性肺炎などが起こるといけない。一番



 

いいのは、次亜塩素水で拭くのがいいのですが、空間となると難しいので、やはり換

気で空気を入れ替えてあげるしかないのではないでしょうか。 

 

〇 委  員  換気と並行して行ってはどうでしょうか。 

 

〇 委  員  一定時間、次亜塩素酸水を出して、さっと換気する、という方法が一番いい

のでしょうが、どのくらいのタイミングで、どのようにすればいいのか誰も知らない

し、広さにもよります。新型肺炎と、アルコールによる間質性肺炎を間違う症例もあ

りました。 

 

〇 委  員  次亜塩素酸の霧を発生させるものを部屋に置いて、使っていることがありま

すが、子どもに触らないようにと言っても難しい。霧の量も調整できて、たくさん出

るようにすると本当にたくさん出るので、健康被害も怖いと思っています。 

 

〇 委  員  介護施設は結構置いていると思います。 

 

〇 委  員  子どもたちがいないときに、一気に部屋の中を除菌してしまうとか。あっと

いう間に、一瞬で揮発してしまうので。子どもが直接のぞき込んで、吸い込んだりし

てしまうと困ります。 

 

〇 委  員  子どもたちのことも気になりますが、職員室は、先生が狭いところにギュッ

といらっしゃるイメージです。その先生方同士の感染予防として、職員室のレイアウ

トを変えたりなどは学校に任せているのでしょうか。 

 

〇 学校教育課長  環境を変えていくには、職員室はちょっと手狭なので、問題があるとこ

ろではあります。学校教育課では、臨時休業期間に限ってですが、分散した出勤がで

きるように在宅勤務の通知を発出しました。原則として教員を３つのグループに分け

て、そのうちの１グループだけが出勤しているような体制にしています。それを原則

に、臨時休業期間中は在校人数を減らす取組を始めたいと思っています。 



 

 

〇 委  員  学校が始まってからの対策は難しいですよね。 

 

〇 学校教育課長  そうですね。始まってしまうと教員がいないと教育になりませんので。 

在宅勤務や時差出勤を認め、新型コロナウイルス感染症に関する特別休暇などを使っ

て、学校が再開したときに教員がいないという教育崩壊を防ぐことを第一に考えてい

ます。 

 

〇 教 育 長  今、学校の事務は教室でするようにと校長から言われている学校も多くある

ようです。食事も職員室で一緒に食べるのではなく、教室で食べたりしているそうで

す。教員が罹患してしまうと、大変なことになりますので、十分にそれは気を付けて

いきたいと思います。 

 

 

 

報告事項２ 「令和２年度幼稚園、小・中学校及び高松一高の園・学校訪問について」 

 

学校教育課長及びこども園運営課長補佐から、令和２年度幼稚園、小・中学校及び高松一 

高の園・学校訪問について説明。 

 

＜質疑＞ 

〇 教 育 長  こども園の訪問日はないのでしょうか。 

 

〇 こども園運営課長補佐  現在調整中なので、できましたら、お知らせしたいと思います。 

 

〇 委  員  訪問時の懇談の際、人数が多くて密集します。できるだけ広い部屋で換気も

お願いします。 

 

〇 学校教育課長  それについては、学校へ通知しますとともに、今回、特に１学期は人数



 

を極力減らし、指導主事の人数も減らしながら実施するようにしています。 

 

〇 教 育 長  校長室でなくても良いので、会議室など広いところでお願いします。 

  ぜひ御都合をつけていただき、また、一つでも多くの学校・園訪問をしていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

報告事項３ 「スーパー・サイエンス・ハイスクール（ＳＳＨ）の令和元年度研究成果等及び 

３期目（Ｒ２～Ｒ６）申請の採択についての報告」 

 

高松一高校長から、スーパー・サイエンス・ハイスクール（ＳＳＨ）の令和元年度研究成果

等及び３期目（Ｒ２～Ｒ６）申請の採択について報告。 

 

＜質疑＞ 

○ 教 育 長  スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）とは言いますが、全ての教科  

で、文系も含めて進めていこうとしているところが一高の大きな特徴ではないかなと

思います。今回新たなものでは、授業が変わっていかなければならない部分が大きく

ありますので、全ての教員で共通理解して進めていただきたいと思います。 

また、一高も香川県との人事の一体化により教員の異動が大きくなっただろうと思い

ますので、外部から来られた方についてもしっかりと理解を深めていただいて、進め

ていただいたらありがたいと思います。 

 

 

 

教育長が、日程第４ 議案第２３号について、日程第５ 報告事項４について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、会議は公開しないことを各委員

に諮り、非公開とすることに決する。 

 



 

 

日程第４ 議案第２３号 

議案第２３号 「高松市就学指導委員会委員の委嘱について」 

 

＜非公開審議、内容不記載＞ 

 

 

日程第５ 報告事項４ 

報告事項４ 「高松・木田・香川採択地区協議会の運営について」 

 

＜非公開審議、内容不記載＞ 

 

 

 

その他 

その他 「高松市図書館の臨時休館について」 

 

教育局長から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が４月２５日（土）から５

月６日（水）まで遊興施設や大型商業施設などに対し、休業要請を出すこと、また、それに伴

い、県立図書館を含む県有施設も臨時休館となる。これを受け、本市図書館について、夢みら

い図書館、移動図書館は４月２２日（水）から５月６日（水）まで、また、中央図書館、牟礼

図書館、香川図書館、国分寺図書館、瓦町サテライトは４月２５日（土）から５月６日（水）

まで全館臨時休館とすることについて報告。 

 

 

午前１１時００分 閉会 

 

 

 



 

 

議決事項 

「高松市学校結核対策審議会委員の委嘱について」 

「高松市生涯学習センター等運営協議会委員の委嘱について」 

「高松市就学指導委員会委員の委嘱について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

持ち回り審議による議決事項 

 

「新型コロナウイルス感染症対策に係る令和２年度における小学校、中学校及び高等学校の部

活動の実施等について」 

「高松市図書館協議会委員の任命について」 

「新型コロナウイルス感染症対策に係る高松市立小・中学校の再開について」 

「国の緊急事態宣言を受けての高松市教育委員会の対応について」 

「新型コロナウイルス感染症対策に係る高松市立学校の臨時休業期間の延長について」 


